
建築基準法第４ ３ 条第２ 項第２ 号許可に係る運用基準 

 

 

省令第１ ０ 条の３ 第４ 項 第１ 号 

その敷地の周囲に公園、 緑地、 広場等広い空地を 有する建築物であるこ と 。  

 

【 許可対象－タ イ プ１ 】  

公園、緑地、広場等で将来的に安定的・ 日常的に利用でき る空地に接し ている

も の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 敷地が、 公園、 緑地、 広場等の空地（ 原則と し て公共空地と する） に２ ｍ

以上接し ているこ と 。  

（ ２ ） 空地を 幅員４ ｍの道路と みなし た場合に、 建築基準関連規定に適合する

建築物であるこ と 。  

（ ３ ） 空地に面する出入り 口の有効幅員は９ ０ ｃ ｍ以上と するこ と 。  

（ ４ ） 空地に面する 出入り 口から 空地を 経由し て道路まで支障なく 通行でき る

こ と 。  

（ ５ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われるこ と 。  

（ ６ ） 空地の所有者又は管理者と 通行上の使用等についての同意書が添付さ れ

ているこ と （ 小規模な増築は除く ）。 ただし 、 公的機関が所有又は管理す

る空地については同意書に替えて協議書と する。  

（ ７ ） 建築物の用途は、原則一戸建ての住宅等であるこ と 。ただし 、従前と 同一

用途のも のは許可対象と する。  

（ ８ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 許可対象－タ イ プ２ 】  

無線中継施設など通常出入り のない施設（ 公益性が高く 頻繁な利用がない施

設） で、山中で周囲にほと んど家屋がなく 、維持管理に支障ない通路に接し て

いるも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 通路の所有者又は管理者と 通行上の使用等についての同意書が添付さ れ

ているこ と （ 小規模な増築は除く ）。 ただし 、 公的機関が所有又は管理す

る通路については同意書に替えて協議書と する。  

（ ２ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



省令第１ ０ 条の３ 第４ 項 第２ 号 

その敷地が農道その他こ れに類する公共の用に供する 道（ 幅員４ メ ート ル以上

のも のに限る） に２ メ ート ル以上接する建築物であるこ と 。  

 

【 許可対象】  

国、県、市その他こ れら に準ずる機関等が所有又は管理する道で、道路と 同等

の機能を有する道に接し ているも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 「 農道その他こ れに類する公共の用に供する 道」 を 道路と みなし た場合

に、 建築基準関連規定に適合する建築物であるこ と 。  

（ ２ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われるこ と 。  

（ ３ ） 新築の場合は、 公共の用に供する 道の所有者及び管理者の建築する こ と

等の協議書が添付さ れているこ と 。  

（ ４ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



省令第１ ０ 条の３ 第４ 項 第３ 号 

その敷地が、 その建築物の用途、 規模、 位置及び構造に応じ 、 避難及び通行の安

全等の目的を 達するために十分な幅員を 有する通路であっ て、 道路に通ずる も

のに有効に接する 建築物であるこ と 。  

 

【 許可対象―タ イ プ１ 】  

敷地が、 幅員４ ｍ以上の通路に接し ているも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 敷地が、 通路に２ ｍ以上接し ているこ と 。  

（ ２ ） 通路を 道路と みなし た場合に、 建築基準関連規定に適合する 建築物であ

るこ と 。  

（ ３ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われるこ と 。  

（ ４ ） 新築の場合は、 通路の所有者又は管理者の建築する こ と 等の同意書が添

付さ れているこ と 。ただし 、公的機関が所有又は管理する通路については

同意書に替えて協議書と する。  

（ ５ ） 建築物の建ち 並びのない通路において、 宅地を 整備し て新築する も のは

原則と し て認めない。 ただし 、 農業従事者等（ 家族を含む） の住宅や付属

施設、農林業関連施設の軽微なも ので、周辺にほと んど家屋のない地域に

おけるも のは除く 。  

（ ６ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 許可対象―タ イ プ２ 】  

敷地が、 幅員 1.8ｍ以上４ ｍ未満の通路に接し ているも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 敷地が、 通路に２ ｍ以上接し ているこ と 。  

（ ２ ） 敷地境界線は、通路の中心線から 水平距離２ ｍの線と するこ と 。ただし 、

通路の中心線から の水平距離２ ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他こ れ

ら に類するも のに沿う 場合においては、 がけ地等の通路側の境界線から

通路側に水平距離４ ｍの線と する。  

（ ３ ） 通路の後退部分には、 建物、門塀、よう 壁等を 新設し ない旨の誓約書を 添

付するこ と 。  

（ ４ ） 敷地境界線から 通路の反対側に４ ｍの位置までの部分を 道路と みなし た

場合に、 建築基準関連規定に適合する建築物であるこ と 。  

（ ５ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われているこ と 。  

（ ６ ） 新築の場合は、 通路の所有者又は管理者の建築する こ と 等の同意書が添

付さ れているこ と 。ただし 、公的機関が所有又は管理する通路については

同意書に替えて協議書と する。  

（ ７ ） 建築物の用途は、 法第６ 条第１ 項第一号に規定するも の以外であるこ と 。 

ただし 、 従前と 同一用途のも のは許可対象と する。  

（ ８ ）  建築物の建ち並びのない通路において、 宅地を 整備し て新築するも のは 

   原則と し て認めない。 ただし 、 農業従事者等（ 家族を含む） の住宅や付属

施設、農林業関連施設の軽微なも ので、周辺にほと んど家屋のない地域に

おけるも のは除く 。  

（ ９ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 許可対象―タ イ プ３ 】  

敷地が、 1.8m 未満の通路に接し ているも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 既存建物の建替え又は増築であるこ と 。 ただし 、 現在更地であっ ても ､過

去建築物が存在し ていたこ と が確認でき るも のについては、 既存建物の

建替えと 考える。  

（ ２ ） 敷地が、 通路に２ ｍ以上接し ているこ と 。  

（ ３ ） 敷地境界線は、通路の中心線から 水平距離２ ｍの線と するこ と 。ただし 、

通路の中心線から の水平距離が２ ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他こ

れら に類する も のに沿う 場合においては、 がけ地等の通路側の境界線か

ら 通路側に水平距離４ ｍの線と する。  

（ ４ ） 通路の後退部分には、 建物、門塀、よう 壁等を 新設し ない旨の誓約書を 添

付するこ と 。  

（ ５ ） 敷地境界線から 通路の反対側に４ ｍの位置までの部分を 道路と みなし た

場合に、 建築基準関連規定に適合する建築物であるこ と 。  

（ ６ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われているこ と 。  

（ ７ ） 建築物の用途、 構造について、 次の全ての要件に該当するも の。  

① 住宅、 兼用住宅（ 令 130 条の３ に規定する住宅） 又は簡易な構造の

自動車車庫、物置等であるこ と 。 ただし 、従前と 同一用途のも のは許

可対象と する。  

② 外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造と するこ と 。ただし 、

簡易な構造の物置等は除く 。  

（ ８ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 許可対象―タ イ プ４ 】  

 敷地が、 道路も し く は通路に接する 有効幅が２ ｍ未満のも ので、 やむを 得な

いと 認めら れるも の。  

〔 許可基準〕  

（ １ ） 既存建物の建替え又は増築であるこ と 。 ただし 、 現在更地であっ ても ､過

去建築物が存在し ていたこ と が確認でき るも のについては、 既存建物の

建替えと 考える｡ 

（ ２ ） 敷地境界線は、通路の中心線から 水平距離２ ｍの線と するこ と 。ただし 、

通路の中心線から の水平距離が２ ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他こ

れら に類する も のに沿う 場合においては、 がけ地等の通路側の境界線か

ら 通路側に水平距離４ ｍの線と する。  

（ ３ ） 通路の後退部分には、 建物、門塀、よう 壁等を 新設し ない旨の誓約書を 添

付するこ と 。  

（ ４ ） 敷地境界線から 通路の反対側に４ ｍの位置までの部分を 道路と みなし た

場合に、 建築基準関連規定に適合する建築物であるこ と 。  

（ ５ ） 敷地内の雨水及び汚水等の排水処理が適切に行われているこ と 。  

（ ６ ） 建築物の用途、 構造について、 次の全ての要件に該当するも の。  

① 従前と 同一用途であるこ と 。  

② 外壁、 軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造と する こ と 。 ただし 、

簡易な構造の物置等は除く 。  

（ ７ ） その他、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認

めるも の。  

 

 

附則 

こ の基準は平成１ ５ 年４ 月１ ７ 日から 適用する。  

附則 

こ の基準は平成１ ８ 年２ 月１ 日から 適用する。  

附則 

こ の基準は平成２ ４ 年４ 月１ 日から 適用する。  

附則 

こ の基準は平成３ ０ 年９ 月２ ５ 日から 適用する。  

附則 

こ の基準は令和７ 年４ 月１ 日から 適用する。  

 


